
１４. 　　狩　　 猟 　　税 

税率 狩猟者登録総件数 調　　定　　額

千円

1,846             23,827         

①法第700条の52第2項第1号に該当するもの 16,500円×1/4 -                 -              

②法第700条の52第2項第2号に該当するもの 16,500円×3/4 -                 -              

③法附則第32条の2第1項に該当するもの 16,500円×1/2 10                82             

④法附則第32条の2第2項に該当するもの 16,500円×1/2 789               6,470          

⑤上記に該当しないもの 16,500円 1,047             17,275         

115               820            

⑥法第700条の52第2項第1号に該当するもの 11,000円×1/4 -                 -              

⑦法第700条の52第2項第2号に該当するもの 11,000円×3/4 -                 -              

⑧法附則第32条の2第1項に該当するもの 11,000円×1/2 1                 6              

⑨法附則第32条の2第2項に該当するもの 11,000円×1/2 80                440            

⑩上記に該当しないもの 11,000円 34                374            

103               -

⑪法附則第32条第1項に該当するもの - 59                -              

⑫法附則第32条第2項に該当するもの - 44                -              

121               688            

⑬法第700条の52第2項第1号に該当するもの 8,200円×1/4 -                 -              

⑭法第700条の52第2項第2号に該当するもの 8,200円×3/4 -                 -              

⑮法附則第32条の2第1項に該当するもの 8,200円×1/2 -                 -              

⑯法附則第32条の2第2項に該当するもの 8,200円×1/2 74                303            

⑰上記に該当しないもの 8,200円 47                385            

15                63             

⑱法第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4 -                 -              

⑲法第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4 -                 -              

⑳法附則第32条の2第1項に該当するもの 5,500円×1/2 -                 -              

㉑法附則第32条の2第2項に該当するもの 5,500円×1/2 7                 19             

㉒上記に該当しないもの 5,500円 8                 44             

17                -              

㉓法附則第32条第1項に該当するもの - 8                 -              

㉔法附則第32条第2項に該当するもの - 9                 -              

418               2,374          

㉕法第700条の52第2項第1号に該当するもの 8,200円×1/4 -                 -              

㉖法第700条の52第2項第2号に該当するもの 8,200円×3/4 -                 -              

㉗法附則第32条の2第1項に該当するもの 8,200円×1/2 7                 29             

㉘法附則第32条の2第2項に該当するもの 8,200円×1/2 250               1,025          

㉙上記に該当しないもの 8,200円 161               1,320          

34                117            

㉚法第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4 -                 -              

㉛法第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4 -                 -              

㉜法附則第32条の2第1項に該当するもの 5,500円×1/2 1                 3              

㉝法附則第32条の2第2項に該当するもの 5,500円×1/2 24                65             

㉞上記に該当しないもの 5,500円 9                 49             

34                -              

㉟法附則第32条第1項に該当するもの - 16                -              

㊱法附則第32条第2項に該当するもの - 18                -              

140               656            

5,500円×1/4 -                 -              

5,500円×3/4 -                 -              

㊴法附則第32条第1項に該当するもの - 3                 -              

㊵法附則第32条第2項に該当するもの - -                 -              

㊶法附則第32条の2第1項に該当するもの 5,500円×1/2 -                 -              

㊷法附則第32条の2第2項に該当するもの 5,500円×1/2 35                95             

㊸上記に該当しないもの 5,500円 102               561            

2,843             28,545         
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①　　　～　　　㊸　　　の　　　合　　　計
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